
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

行  事  予  定 
預かり保育 

（有料） 

預かり 

バス 

１日(木)  
１５：３０～ 

１８：００ 
○ 

 ２日(金) 節分会  ○ 

 ５日(月)  １５：３０～ 

１８：００ 
○ 

 ６日(火) 英語遊び いちご組  ○ 

 ７日(水)   〇 

８日(木)   ○ 

９日(金)   〇 

１１日(日) 建国記念日   

１２日(月) 振替休日   

１３日(火) 英語遊び  体操教室（鉄棒） いちご組 １５：３０～ 

１８：００ 
〇 

１４日(水) 涅槃会
ね は ん え

（お釈迦様のご命日をしのぶ会）  ○ 

１５日(木)   ○ 

１６日(金) 保育参観日(年少)※１  〇 

１９日(月) 保育参観日(年中)※１ １５：３０～ 

１８：００ 
○ 

２０日(火) 臨時休業（双葉高校入試のため）   

２１日(水) 保育参観日(年長)※１ １５：３０～ 

１８：００ 
〇 

２２日(木) 一日体験入園・説明会（新入園児対象）※２  〇 

２３日(金) 天皇誕生日   

２６日(月)  １５：３０～ 

１８：００ 
○ 

２７日(火) いちご組  ○ 

２８日(水) なかよしはん遊び  〇 

２９日(木) お誕生会 ※３  〇 

 

未来に生きる子どもたちのために 

学校法人 小樽龍谷学園  

小樽幼稚園長 寺 澤  真 

 

 小学校に勤務していた時に静岡県のピアノ工場を見学する機会がありました。海外に

もたくさんのピアノを輸出している工場ですが、とても勉強になったことがあります。 

 完成したピアノを輸出する前に何カ月間か輸出先の国と同じ気候の部屋に保管してい

ました。その国で使用する時にピアノが歪んで音が狂わないようにするためです。未来

の環境に適応させピアノ本来の力を発揮できるようにしているのです。 

 当たり前のように思うかもしれませんが、このことは教育にも通じるものがあります。

子どもたちが進学、進級する環境に適応し自分の力を発揮できるよう努めることは教師

としての責務だと思います。子どもたちが次にどんな環境で生きていくのか、その環境

でも困らないようにするためには今何をすべきか常に考えていきたいものです。 

◆ かとれあ組 ◆  

 

◆ ひまわり組 ◆ 

 

 

【卒園式】3 月 17 日（日） 

【在園児修了式】3 月１８日（月） 

※１ 保育参観のお手紙をご覧ください。 

※２ 平常通り登園させてください。 

※３ 誕生児の保護者の方は、１０：３０までにお越しください。 

★ 園児服（上着）は毎日着用し、１４日(水)の涅槃会、２９日（木）のお誕生会は制服上下ある

方は上下着用してください。 

 

◆ すずらん組 ◆ 

 

 

◆ たんぽぽ組 ◆ 

 



  

 

 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

◆ 天気の良い日は外で雪遊びをしますので、雪遊びのできる服装（上下スキーウェア・スキー手袋・マフラー・長靴・足カバー・帽子など）で登園させてください。 

なお、同じ物がありますので、全ての物に名前を付けてください。自分で着脱できるよう練習してきてください。 

◆ 冬期間は天候不順や悪路により、送迎バスが予定時刻より大幅に遅れる場合があります。その際は電話でお知らせしますが、GPS でもご確認願います。 

 

                                                       

インフルエンザ発症後、幼稚園へ登園可能になるのは下記の２つの条件を満たさないといけません。 

 🍓発症後５日が経過していること。🍓解熱後３日が経過していること。  

発症とは発熱の症状が現れたことを指します。日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第１日目と考えます。 

※登園する際は、初診時に医師が記入した「意見書」の提出をお願いします。 

 

この場合、発症後６日目に登園できます。 
この場合、解熱して３日しても、発症後５日が経過して

いないため、すぐには登園できません。 

発症後６日目に登園できます。 

この場合、発症後５日が経過していても、解熱

後３日が経過していないため、すぐには登園で

きません。発症後７日目に登園できます。 

インフルエンザによる出席停止基準について 

 

                                                       

新型コロナウイルス感染症発症後、幼稚園へ登園可能になるのは下記の２つの条件を満たさないといけません。 

🍓発症後５日が経過していること。🍓症状が軽快した後１日が経過していること。 

「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、咳や息苦しさが改善傾向にある状態のことです。 

「発症した後～」や「症状が軽快した後～」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から計算します。 

※登園する際は、初診時に医師が記入した「意見書」の提出をお願いします。陰性証明は不要です。発症から１０日を経過するまでは、マスクの着用が推奨されています。 

 

新型コロナウイルスによる出席停止基準について 

インフルエンザや新型コロナウイルスに

感染しやすい季節です。 

手洗い・うがい、規則正しい生活を心がけ

て、体調を崩さなうようにしましょう。 

インフルエンザや新型コロ

ナウイルスに感染したとき

の参考にしてください。 


